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【様式】 【 国土交通省 】

①分 野 ５運輸関係 ②意見・要望提出者
（9）倉庫業

③項 目 倉庫業法の参入規制及び料金規制の見直し

④意見・要望 ・倉庫業の参入規制について、政府の規制を最小限にする方向で検討し、できる
等の内容 だけ速やかに結論を得る。

・倉庫業の料金の事前届出制について、原価計算書の添付の廃止、事後届出制そ
の他のより自由な料金規制にする方向で検討し、できるだけ速やかに結論を得
る。

⑤関係法令 倉庫業法第３条、第６条 ⑥共管 なし

⑦制度の概要 倉庫業を経営しようとする者は、倉庫業法第３条に基づき、国土交通大臣の許
可を受ける必要がある。
許可基準：欠格事由に該当しないこと

倉庫の位置、構造及び設備が一定の基準に該当すること
倉庫業の適確な遂行に支障があるとき

倉庫業者は、倉庫保管料、倉庫荷役料その他の営業に関する料金を定め、その
実施前に国土交通大臣に届け出る必要がある。

⑧計画等にお 【経済構造の変革と創造のための行動計画の記Ⅱ１（２）②６）ロ）】
ける記載 倉庫業の参入許可制について、政府の規制を最小限にする方向で検討し、でき

るだけ速やかに結論を得る。また、倉庫業の料金の事前届出制について、原価計
算書の添付の廃止、事後届出制その他のより自由な料金規制にする方向で検討
し、できるだけ速やかに結論を得る。

⑨状 況 措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他□
（実施（予定）時期： ）

（説明）
平成12年12月20日に「倉庫業の規制のあり方に関する懇談会」において、倉庫業の参入規制及

び料金規制の緩和について検討を行い、報告書をとりまとめた。
報告書の提言に基づき、倉庫業の参入規制及び料金規制の緩和について倉庫業法の改正をはじ

め、必要な措置を講ずる予定。

⑩担当局課室名 総合政策局貨物流通施設課 （連絡先）03-5253-8296


